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■ PTUに関する義務遵守のためのガイドライン 

２０２１年 4 月の連邦労働法（Ley Federal del Trabajo）改正により、PTU に関するルールにも変更が

あったことは記憶に新しいのではないでしょうか。 

まず、PTU とは、Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas の

略で、労働者に対して一定の割合により会社の利益を分配する労働者利益分配金の制度を言います。これは国

家労働者分配金委員会（Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas）が定める割合で労働者が企業の利益を享受できる制度です。2022 年 3

月現在、その割合は 10%であり、単一課税年度所得に一定の調整を加えた額の 10%をその事業年度に在籍

した労働者に分配することとなります。 

この PTU について、2021 年の法改正により、支給額に上限が設けられました。すなわち、PTU の額につ

いて、3 か月分の給与額または過去 3 年間に受領した PTU 額の平均のいずれか高い額が上限となります。 

この変更に関し、労働社会福祉省（Secretaría del Trabajo y Previsión Social）は、3 月 25 日にガ

イドライン（Guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades）

を発表しました。 

当該ガイドラインによると、以下のように示されています。 

１．労働者は、単一課税年度所得に一定の調整を加えた額の 10%をその事業年度に在籍した労働者で分配す

る場合の金額を受けとる権利を有する 

２．当該金額が、当該労働者の 90 日（3 か月）分の給与額、または、過去 3 年間に会社から当該労働者に支

給されたＰＴＵ額の平均を上回る場合、その額が PTU 支払額の上限となる 

３．2．の場合、PTU 支払額の上限は、90 日（3 か月）分の給与額と過去 3 年間に会社から当該労働者に支

給されたＰＴＵ額の平均のいずれか高い額となる 

４．勤続年数が 3 年未満の労働者についても、過去 3 年間のＰＴＵ支給額の平均を考慮しなければならない。

この場合、同じ職種や肩書、階級など当該労働者と同等の労働者に対して支給されたＰＴＵ額を考慮し、過

去 3 年間の平均額を算出するものとする 

５．この PTU 支給額上限の規定（連邦労働法第 127 条第 VIII 号）は、PTU 支給に関する最小限の条件であ

り、労使間の合意により良い条件を確立することを妨げるものではない 

 

ガ イ ド ラ イ ン ： https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-para-cumplir-con-las-

obligaciones-en-materia-de-reparto-de-utilidades 

 

■ 入国管理庁（INM）の予約サービスを停止 

2021 年 5 月より導入された INM での手続における予約システムが、2022 年 3 月 15 日よりメンテナ

ンスのため一時的に停止されています。終了予定日時は、現時点では、公表されておりません。 

既に予約をお持ちの方は、その予約日時に手続を行うことができます。 

予約を取得していない手続を開始する場合は、手続を行う INM 事務所に赴いて、実施可能な日時を確認

する必要があります。 

 

https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-para-cumplir-con-las-obligaciones-en-materia-de-reparto-de-utilidades
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-para-cumplir-con-las-obligaciones-en-materia-de-reparto-de-utilidades
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■ 2022年 3月の主な法律・規則等の改正・制定情報 

公示日 施行日 法令・規則   

3 月 3 日 3 月 4 日 

Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a 

efecto de aumentar el capital social de la misma 

改正 

3 月 4 日 3 月 7 日 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores 
改正 

3 月 8 日 3 月 9 日 Ley Agraria 改正 

3 月 9 日 3 月 10 日 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus Anexos 1-A, 23, 

30, 31 y 32 
改正 

3 月 11 日 3 月 12 日 Ley de Instituciones de Crédito 改正 

3 月 15 日 3 月 16 日 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 改正 

3 月 16 日 3 月 17 日 Ley General de Salud 改正 

3 月 23 日 3 月 24 日 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 改正 

3 月 23 日 3 月 24 日 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 改正 

3 月 23 日 3 月 24 日 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 改正 

3 月 23 日 3 月 24 日 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 改正 

3 月 25 日 3 月 26 日 Ley General de Cultura Física y Deporte 改正 

3 月 29 日 3 月 30 日 Ley General de Salud 改正 

3 月 29 日 3 月 30 日 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 
改正 

3 月 29 日 3 月 30 日 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 改正 

3 月 30 日 3 月 31 日 Ley General de Salud 改正 

3 月 30 日 3 月 31 日 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 改正 

3 月 30 日 3 月 31 日 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 改正 

3 月 30 日 3 月 31 日 Ley General de Cultura Física y Deporte 改正 
 

■  ウェビナーのご案内 

特許庁委託模倣品対策強化事業「中南米模倣品対策セミナー」に弊事務所共同代表の永田と、ジェネラルマ

ネージャーの津村が参加し、弊事務所が調査協力を行いました「中南米における模倣品対策の制度および運用状

況に関する調査」の報告を行います。 

日時： 2022 年 4 月 27 日（水）9:00～10:30（日本時間） 

定員： 400 名 

参加費： 無料(Zoom 事前登録制） 

締切: 2022 年 4 月 22 日（金）17:00（日本時間） 

詳細を次のリンクからご確認いただき、お申込みをお願いいたします。 

【ウェビナー】特許庁委託模倣品対策強化事業「中南米模倣品対策セミナー」 | イベント情報 - ジェトロ (jetro.go.jp) 

日本時間での開催となりますので、日本親会社の知的財産管理等をご担当される部署、ご担当者様と当該情

報をご共有いただけますと幸いです。 
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